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第 １ 回 新 町 地 域 審 議 会 

総合計画前期実施計画事業に係る質疑 （質疑なし） 

 

報告事項に係る事業の質疑 

事 業 名 No. 質   疑 回   答 
烏川運動場水洗トイレ建設
事業 

１ 烏川運動場水洗トイレ建設事業について、夕方など遅い時間に利用
した場合の防犯面の対応はどのようになっているか。 
 

新しく設置されたトイレは、夜間照明はもとより、非常用のブザー
も設置されている。非常時には、そのブザーを押していただき、近く
にいる人に知らせるなどの対応となっている。 
 

 

その他の質疑 

内 容 区 分 No. 質   疑 回   答 
新市建設計画後期重点事業
の推進状況について 

１ 前期の重点事業については、順調に進んできているが、後期の事業
である、住民体育館の建替え事業、児童館の建設、第二小学校区の公
民館の整備など、その他にも色々あるが、現在の検討状況など、どの
ように考えているか。 
 

後期の事業については、前期同様、総合計画に基づき、本庁所管課
と協議・調整を行いながら、計画通り推進していきたいと考えている。 
 

県道藤岡大胡線拡幅事業に
ついて 

１ 県事業である、主要地方道県道藤岡大胡線（新町郵便局から新町中
学校まで）の拡幅事業について進捗状況はどのようになっているか。 
また、県有地の今後の利活用について、どのように考えているか。 
 

主要地方道県道藤岡大胡線の拡幅事業については、毎年、積極的に
事業推進をお願いしている。 
また、県有地についても、有効活用の推進をお願いしている。 
両事業とも、県との連絡を密にしながら、積極的に推進していきた
いと考えている。 
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内 容 区 分 No. 質   疑 回   答 
新町つくし団地周辺道路整
備について 

１ 市営住宅新町つくし団地の建替え事業に関わる、周辺道路の整備事
業について、新町つくし団地からいちょう並木通りに抜ける道路の幅
員が２．５ｍと狭く、消防車や救急車など緊急車両の通行が困難であ
るため、道路の拡幅を実施するとのことであったが、その後の進捗状
況は、どのようになっているか。 
 

市営住宅新町つくし団地から、いちょう並木通りに抜ける道路につ
いては、幅員６．０ｍへの拡幅整備を計画し、地権者と約３年間用地
交渉を重ねてきたが、協力を得られない箇所があり、現在、事業を中
断している。 
この事業については、地権者の協力がないと進められない事業であ
るので、時間をかけて、進めていきたい。 
 

新町地域の防災・水害対策に
ついて 

１ ３月１１日の東日本大震災は、想定外の地震と津波で、多くの犠牲
が出てしまった。 
新町地域においては、烏川や神流川など河川に囲まれている地域で
あるため、地震の被害よりも、水害が起きる可能性が極めて高いと考
えている。 
そのような状況の中で、避難訓練、避難場所、備蓄品など、新町支
所として、どのような対策を講じているのか。 
また、避難訓練など具体的に決まっているのか。 
 

新町地域は、烏川、神流川、温井川と三方向を河川に囲まれている。 
そのような状況であるため、平成２１年度に、「高崎市洪水ハザード
マップ」を作成し、全戸に配付している。 
そのハザードマップによると、烏川上流において、過去におきた台
風の三日間の雨量、３７７ｍｍを記録すると、堤防が決壊し、新町地
域の３分の２が、５０ｃｍから５ｍの浸水地域になると考えられてい
る。 
そのような状況なので、標高の高いＪＲ高崎線の南側の新町第二小
学校を避難場所として指定している。 
また、備蓄品については、水、食料、粉ミルク、紙おむつ、毛布な
ど日常生活用品は、水防倉庫、支所などに備蓄している。 
今後も、本庁所管課と協議・調整を行いながら、防災面での万全な
体制を整えたいと考えている。 
なお、消防、町内会など各種団体と避難場所の確認、避難方法など
勉強会を開催しており、６月５日（日）には、新町第７区をモデル地
区として、水害を想定した避難訓練を実施する予定である。 
内容は、区長を中心に、要援護者１１名をみたて、その方を支援す
る者３５名の体制をつくり実施する。それに伴い、支所においても災
害対策本部立ち上げの仮想訓練、避難誘導する場所の確認、避難場所
の鍵の開閉などを実施する予定である。 
訓練の実施経過を見ながら、問題点、課題などを見い出し、今後の
更なる防災体制の充実を図っていきたい。 
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内 容 区 分 No. 質   疑 回   答 
２ これから、台風シーズンに入るので、しっかりとした体制を築いて

いただきたい。 
消防団も、協力体制を築き、市と連携を取りながら、地域のみんな
で防災体制を考えていきたい。 
 

災害については、自分の命は自分で守るという「自助」、情報提供、
避難誘導などの「公助」、地域で助け合う「共助」の３つの「助」が
基本となるので、関係機関や地域のみなさんと協力して、防災体制の
確立を目指したいと考えている。 
 

新町地域の防災・水害対策に
ついて 

３ 新町地域において、「自助」の出来ない、一人暮らし高齢者や身体
の不自由な方は、大勢いると思われるが、その人達に対して、どのよ
うな人員配置でどのように救助を行うかなどの具体的な計画は出来
ているのか。 
 

現在のところ、具体的な計画は出来ていない。 
本庁所管課と速やかに協議を行いたい。 

 

温井川河川改修工事につい
て 

１ 温井川の河川改修工事について、どのような工事で工期はどのくら
いなのか。 
 

この工事は、川の水を流す能力を向上させるため、温井川の川幅拡
幅と河床の掘削工事を行い、３０年に一度の大雨でも洪水・氾濫を起
こさない構造とするものである。 
工期は、平成２２年１２月４日～平成２３年６月３０日で、総事業
費約４億５千万円、発注者が、国土交通省関東地方整備局高崎河川国
道事務所となっている。 
 

新エネルギービジョンにつ
いて 

１ 高崎市地域新エネルギービジョンについて、２０１２年までに、１
割、１万世帯への導入を目指すという、新聞報道等があったが、大変
厳しい目標だと思うが、現在、何世帯位が導入されているのか。 
 

助成制度を開始した２００９年度の高崎市の補助実績は４６９件、
２０１０年度は７６４件、合計で、１，２３３件である。今年度の補
助枠１，１２５件を合計すると、２，３５８件となる。 
助成制度開始前の導入世帯を６００件と推計し、それを加えると、
２，９５８件となるので、設置件数は今年度中におよそ３，０００件
に達するのではないかと考えている。 
 

烏川運動場進入道路につい
て 

１ 烏川運動場に進入する道路の幅員が狭く、マイクロバスなどが、入
れない状況である。 
利用者の利便を図るためにも、幅員の拡幅は必要だと思うが 

事業の実施主体である、群馬県に対し道路幅員の拡幅を要望してき
たところだが、今回、温井川河川改修に伴い、群馬県と協議したとこ
ろ、現在の幅員３ｍから幅員５ｍへ拡幅し、烏川運動場への進入道路
を整備する予定とのことである。 
 

 


